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農業委員会だより農業委員会だより
 令和２年7月

農業委員会の
ホームページ

第54号

積立方式の終身年金。保険料は２万円から６万７千
円の間で千円単位で選択。全額社会保険料控除で
きるから、節税しながら老後に備えられます。
加入要件は３つだけ
１．年間60日以上農業従事
２．国民年金第１号被保険者（付加年金加入者）
３．20歳以上60歳未満の方
お申し込みは、久御山町農業委員会事務局へ

農業者年金は節税効果バツグンです

７月から10月が
アスパラのシーズンです

アスパラは、収穫して食べるまでの
時間が短いほどおいしい野菜です。
久御山町のアスパラをよろしく！

農業者年金加入者に聞きました !!
　支払った保険料が全額社会保険料控除できる
ことや、保険料がいつでも見直し可能と聞き、
老後のために兄弟で加入しました。

【下津屋】
 田口洋輔さん（32歳）、田口弘明さん（28歳）

【第54号の内容】
◦It'sMyLife(イッツマイライフ)【佐山】南　和弘さん ……………………………………………………２
◦ロータリー等を装着したまま公道走行が可能になりました …………………………………………………３
◦地元の野菜を使って〔万願寺とうがらし入りつくね〕 ………………………………………………………４

アスパラは

こん
な風に生えます
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励みになっています
　佐山地区においても、農家の高齢化や後継者不足が進み、農地を預かってほしいと依頼され
ることが多くなりました。地域の農業を守るため、できる限り預かるようにしていますが、「地
元の農家に作ってもらって安心や」と言っていただいたことは、大きな励みになりました。

次へのステップ
　法人設立当初からの理念である「儲かる経営で地域に貢献できる法人」を追求し、若い人に
も農業の可能性を感じてもらえるような、そんな姿を見せていけたらと考えています。

（担当：林　吉一）

＜農業委員会への届出＞　　　随時

＜農業委員会への申請＞　　　毎月20日締切 ※土日祝日の場合は、その前日

＜農業委員会の総会＞　　　　毎月５日開催 ※土日祝日の場合は、その翌日

　５月から11月は万願寺とうがらし、周年栽培の小松菜、水稲を中心に約１haを耕作する
南和弘さん。万願寺とうがらしが鈴なりになっているハウスで、お話を伺いました。

　学校卒業後は運送業に携わりましたが、農業に魅力を感じ35歳で就農しました。就農した当
初は、家族経営でしたが、経営規模の拡大を考え、JA京都やましろと相談して ｢有限会社グリ
ンハウス南｣ として法人化しました。

農業への一歩

　法人設立当初は、少人数、短時間労働で利益が上げられる小松菜栽培を中心としていました
が、小松菜の価格低迷等をみこし、地域で競合しない野菜 ｢万願寺とうがらし｣ の栽培を始めま
した。今では、ハウス９棟で栽培しており、JA京都やましろ管内で有数の出荷量となっています。

地域で競合しない野菜づくり

農業委員会への申請に係る締切日等

【佐山】南　和
かずひろ

弘　さん（54歳）
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　新型コロナウイルス感染症による影響により、売上げが減少した町内事業者を対象に町独自の支
援金を支給します。対象は、町内認定農業者や中小企業で、令和２年１月から令和２年７月までのい

ずれか１か月の売上(事業収入)が前年同月比で20パーセント以上減少している者等です。その他の要件や支給金額等につい
ては、町ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する特設ページ」をご覧ください。

 久 持続化応援金

※直装型作業機：けん引タイプではない、ロータリー、ハロー等のトラクター
に直接装着する作業機

（令和２年１月31日から）

　ロータリー等の直装型作業機※を装着した状態のトラクターが、一定の
条件を満たした場合に公道走行が可能となりました。
　公道走行のためには、灯火器類、作業機の幅、最高速度、運転免許などの
確認が必要となります。詳しくはお近くの農機具販売店などにご確認ください。

ロータリー等を装着したまま公道走行が

新農業委員、新農地利用最適化推進委員募集結果
　令和２年３月５日〜４月６日にかけて、新委員の募集を行いました。応募された農業委員の14名については、６月議会に
て承認されましたので、７月20日付けで町長より任命予定です。
　また、農地利用最適化推進委員の６名については、同日開催予
定の臨時総会後に、農業委員会より委嘱する予定です。なお、新
委員の紹介については、町広報誌などでお知らせします。また、
令和３年２月発行予定の農業委員会だより第55号に掲載します。

定数 推薦による応募 自ら応募
農業委員 14名 14名

０名
うち認定農業者 ８名
うち中立委員 １名

農地利用最適化推進委員 ６名 ６名

◦募集結果（任期：令和２年７月20日～令和５年７月19日）

【答え】40m

可能になりました

大型特殊免許の取得は、以下の４パターンがあります。
① 京都府立農業大学校の農業機械士養成研修を受講する
　農業機械士養成研修を受講し、「農業機械士」とともに「大型特殊免許（農耕車限定）」を取得する。
②自動車教習所（山城自動車教習所など）に通い「大型特殊免許（農耕車限定なし）」を取得する。
③京都府運転免許試験場での飛び込み試験を受け「大型特殊免許（農耕車限定なし）」を取得する。
④京都府農業機械商業協同組合の講習を受け「大型特殊免許（農耕車限定）」を取得する。（農機具販売店を通じて申込む）

トラクターによっては大型特殊免許が必要です

　「普通免許（小型特殊免許）」で公道走行が可能なものは、トラ
クターの寸法（作業機を装着した状態ならば作業機も含む）が、
①長さ4.7m以下、②幅1.7m以下、③高さ２m以下（ヘッドガー
ド等のあるものについては、当該装置を除いた部分の高さが２
m以下、かつ、当該装置を含めた高さが2.8m以下）、④最高速度
15km/h以下の４つの条件を全て満たすもののみです。
この寸法等を一つでも超える場合は、「大型特殊免許」が必要です。

【相談内容の例】
・高齢等で耕作できないので誰かに貸したい（売りたい）。
・耕作者に来年から作れないと言われて困っている。
【実際にあった相談の例】
・  長年活用されていない隣の農地を取得したいので、所有者との間を取り

持ってもらえないか。⇒地元農業委員の働きかけにより売買成立

　農地に関して何かお困りのことがございましたら、農業委員・農地利用
最適化推進委員にご相談ください。

農業委員会って
何しているの？
～農地の相談～

　農業委員会では、農地に関する
相談を受け付け、担い手への農地
の集積・集約化、遊休農地の発生
防止・解消に繋げています。

【普通免許（小型特殊免許）で運転できるトラクター】

②幅1.7m以下
※農林水産省ホームページ作業機付きトラクターの公道走行に
ついて（情報をまとめたガイドブック）より
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①長さ4.7m以下

③ヘッドガード（有）

③ヘッドガード（無）

高さ2.8m以下

高さ2.0m以下

④最高速度
　15㎞/h以下

現地調査をする農業委員・農地利用最適化推進委員
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久御山町農業委員会（役場産業課内）久御山町島田ミスノ38 【直通電話（075）631-9964（0774）45-3914】
E-mail：sangyo@town.kumiyama.lg.jp　URL：http://www.town.kumiyama.lg.jp【各課の窓口→農業委員会】

地元 使を使元の地 の 野野 菜を菜

万願寺とうがらし入りつくね

①　万願寺とうがらし２本のヘタを切り、縦に切り込みを
入れ、中の種を取って洗う。

②　万願寺とうがらし１本を、みじん切りにする（つくね用）。
付け合わせ用の１本は、横に４等分の大きさに切る。

③　ボウルにつくねの材料を入れて、粘り気が出るまでこ
ね、食べやすい大きさの小判型に成形する。

④　熱したフライパンにサラダ油をひいて、つくねと４等
分に切った万願寺とうがらしを焼く。万願寺とうがら
しは焼き目がついたら取り出す。（油で揚げてもよい）

⑤　つくねは、両面に焼き目が付き、中まで火が通ったら
取り出し、皿に盛る。

⑥　レタスを小皿に見立てて、大根おろしを入れ、ポン酢
をかける。
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頭の体操 答えは別のページ

形状の変わった畑が
３つあります。
①は、何メートルで
しょうか？

農地あるある相談室
久御山町の一部の地
域で地籍調査が行わ
れているそうです
が、地籍調査とは何
ですか？

Q

A 地籍調査とは、一筆（一区画の土地）ごとに土地の所有者・地
番・地目・境界を確認して、現在登記されている土地情報の変更

を行うものです。法務局で管理されている地図（公図）の約半数は、
明治初期の「地租改正」で作られたもので、土地の境界が不明確であ
り、土地の実態を正確に把握できていません。
　このため、地籍調査を行うことにより、土地が正確に記録され、土
地に関するトラブルを防ぐことができます。また、災害により土地の形
状が変化しても、土地の境界を再現することができるようになります。

材料（２人分）
＜つくね＞
　万願寺とうがらし１本
　生ひじき���� 10g
　鶏ひき肉��� 150g
　木綿豆腐���� 50g
　片栗粉���大さじ２
　塩こしょう��ふたつまみ

＜付け合わせ＞
　万願寺とうがらし�１本
　大根おろし���適量
　レタス�����１枚
　サラダ油����適量
　ポン酢�����適量

（担当：上田　幸子）
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「わたしはケリ」
令和元年10月 町の鳥になりました

・赤い目�・胸に黒い三日月模様
・先端が黒色で黄色いくちばし特徴


